
市・県民税の概要 

 

１.納税義務者  

 

  その年の 1月 1日に室戸市に住所がある方は、前年中の所得の額に応じて市・県民税が

課税され、室戸市に納税することとなります。 

 

また、1月 1日時点で室戸市に住所がない方でも、室戸市内に事務所、事業所又は家屋

敷がある方で、一定の要件に該当する方は、市・県民税の均等割（年額 5,500円）を納税

することとなります。 

 

  家屋敷課税とは、室戸市に、自己又は家族の居住を目的とした住居がある場合、納税義

務者の方が室戸市外に住所を移されて生活されていても、室戸市から何らかの行政サービ

ス（ゴミ処理、消防、救急、環境衛生、防犯・防災道路整備など）を受けているという考

えから、一定の負担をしていただくというものです。 

 

※家屋に課税される固定資産税は、その資産に対する課税であり、家屋の評価額に応じ

課税されますので、家屋敷課税とは性格が異なります。 

  

 ●納税義務者と課税される税額 

 

 ※亡くなられた方の市・県民税について 

   市・県民税は、毎年 1月 1日時点で室戸市に住所のある方に対して課税することとな

っています。したがいまして、1月 2日以降に死亡された方につきましては、市・県民

税が課税されることになり、相続人の方に納税通知書等が送付されます。 

 

 

２.市・県民税の税額の計算  

 

  ・市・県民税年額 ＝ 市民税額   ＋ 県民税額 

     市民税額 ＝ 市民税均等割額 ＋ 市民税所得割額 

     県民税額 ＝ 県民税均等割額 ＋ 県民税所得割額 

 

 

納税義務者（毎年 1月 1日時点） 
課税される市・県民税 

均等割 所得割 

室戸市内に住所がある 〇 〇 

室戸市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある 〇 － 



３.均等割  

 

  均等割とは、一定以上の所得を有する方に課税される税金で、市民の皆様に均等の額を

負担していただくものです。 

 

年額 5,500円 （市民税 3,500円 ＋ 県民税 2,000円） 

 

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財

源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成 26 年度から令和

5 年度までの 10 年間、市民税（県民税についても同様）の均等割に 500 円が加算され

ます。 

※県民税均等割のうち 500円は森林環境保全のために使われます。 

 

４.所得割額  

 

所得割額とは、前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般的には下記の

計算式で算出します。 

 

（ 前年の所得金額 － 所得控除額 ） ＝ 課税標準額 

 

課税標準額 × 税率 － 税額控除  ＝ 所得割額 

    

   

【用語の説明】 

１.所得金額 

前年の１年間の収入から必要経費（サラリーマンは給与所得控除、年金受給者

は公的年金等控除）を差し引いた金額です。 

２.所得控除額 

      配偶者や扶養をしている親族がある方など、個人的な事情を考慮して、所得金

額から差し引く金額です。 

（配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除 など） 

３.課税標準額 

    所得金額から所得控除額を差し引いたもので、市・県民税の所得割を計算する

基準となる金額です。 

４.税率（一律１０％） 

    市民税 ６％ ・ 県民税 ４％ 

 ５.税額控除 

   調整控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除などです。 

 

 

 

 



５.均等割も所得割も課税されない方  

 

  次のいずれかに当てはまる方 

 ① 生活保護法による生活扶助を受けている方（その年の 1月 1日時点） 

 ② 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が 135万円以下の方 

  ③ 前年の所得について算出した合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方 

   【同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合】 

     280,000円 ＋ 100,000円 

 【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】 

     280,000円 ×（１＋同一生計配偶者＋扶養親族数）＋ 168,000円 ＋ 100,000円 

 

  ●均等割非課税限度額早見表 

１ ＋（同一生計配偶者及び 

扶養親族の人数） 

均等割が非課税となる 

合計所得金額 

１人 380,000円 

２人 828,000円 

３人 1,108,000円 

４人 1,388,000円 

５人 1,668,000円 

６人 1,948,000円 

  ※「扶養親族の人数」には、16歳未満の扶養親族も含みます。 

 

６.所得割が課税されない方  

 

   前年の所得について算出した総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の方 

【同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合】 

     350,000円 ＋ 100,000円 

 【同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合】 

     350,000円 ×（１＋同一生計配偶者＋扶養親族数）＋ 320,000円 ＋ 100,000円 

 

●所得割非課税限度額早見表 

１ ＋（同一生計配偶者及び 

扶養親族の人数） 

所得割が非課税となる 

総所得金額等 

１人 450,000円 

２人 1,120,000円 

３人 1,470,000円 

４人 1,820,000円 

５人 2,170,000円 

６人 2,520,000円 

※「扶養親族の人数」には、16歳未満の扶養親族も含みます。 

【問い合せ先】室戸市 税務課 市民税班 TEL：0887-22-5127（直通） 


